
 掲示期間 3.27-4.5 

新潟市高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則の一部を改正する

規則をここに公布する。

  令和２年３月２７日

                    新潟市長 中原 八一

新潟市規則第１０号

   新潟市高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則の一部を改

正する規則

 新潟市高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則（平成１９年新

潟市規則第１０１号）の一部を次のように改正する。

 第２条に後段として次のように加える。

  法第２２条の２第１項の規定により申請をした者が，同条第４項の規定による計画の

認定を受ける前に当該申請を取り下げようとするときも，同様とする。

第４条の次に次の１条を加える。

（認定協定建築主等についての準用）

第５条 前２条の規定は，認定協定建築主等について準用する。この場合において，これ

らの規定中「認定特定建築物」とあるのは，「認定協定建築物」と読み替えるものとす

る。

別記様式第１号から別記様式第３号までを次のように改める。



別記様式第１号（第２条関係）



別記様式第２号（第３条関係）



別記様式第３号（第４条関係）



   附 則

この規則は，公布の日から施行する。


